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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 朝霞市選挙管理委員会臨時会 

開 催 日 時 

令和５年４月１９日（水） 

          午前１０時００分から 

午前１０時２１分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館４階 選挙管理委員会室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容 

 

別紙のとおり 

 

会 議 資 料 別紙のとおり  

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 ０人 
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朝霞市選挙管理委員会臨時会 

令和５年４月１９日（水） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 ２ １ 分 ま で  

                             朝霞市役所 別館４階 選挙管理委員会室  

 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 議題 埼玉県議会議員一般選挙関係 

      埼玉県議会議員一般選挙の執行について 

５ その他 

６ 閉会 

 

 

 

 
出席委員（４人） 

  委   員   長 細 田 昭 司 

  委 員 長 代 理 加 藤 洋 子 

  委       員 曽根田 晴 美 

  委       員 金 子 智恵子 

────────────────────────────────────────────────── 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局長 堤 田 俊 雄 

事   務   局  選挙管理委員会事務局主幹兼局次長 河 本 幸 雄 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙係長 佐 藤   真 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙主査 三 井 正 規 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙主事 齊 藤 竜 馬 
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資料一覧 

・選挙管理委員会臨時会次第 

・埼玉県議会議員一般選挙（投票結果） 

・埼玉県議会議員一般選挙開票結果速報 

・朝霞市記者発表資料 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会  

◎２ 委員長あいさつ 

○細田委員長 

ただいまより、朝霞市選挙管理委員会臨時会を開きます。 

去る４月９日執行の埼玉県議会議員一般選挙につきましては、委員各位並びに選挙管理委員

会事務局職員等のご尽力によりまして、お二人の県議会議員を選出することができ、心より感

謝申し上げます。今回の選挙におきまして、県外に転出している３名の方に対し、投票用紙を

誤って交付し、投票させてしまった事案が発生しております。改めて、これらを含め総括した

いと存じますので、よろしくお願いします。 

 

◎３ 会議録署名委員の指名 

○細田委員長 

日程３、会議録署名委員の指名でございます。 

朝霞市選挙管理委員会規程第１８条第２項によりまして、曽根田委員、お願いいたします。 

 

◎４ 議題 埼玉県議会議員一般選挙関係 

埼玉県議会議員一般選挙の執行について 

○細田委員長 

日程４、議題でございます。 

埼玉県議会議員一般選挙関係。 

「埼玉県議会議員一般選挙の執行について」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

○事務局・佐藤係長 

それでは今回の選挙の概要について申し上げます。４月９日（日）に執行されまして、４月

１日（土）から８日（土）までの８日間が期日前投票、投票日当日は９日（日）ということで

ございました。投票率につきましては、前回、平成３１年の時と比べまして、１パーセントほ

ど上昇しております。また期日前投票者につきましても、すべての選挙で最近の傾向でござい

ますが、増加しております。期日前投票といたしまして、８日間で８，５６４人の方が投票さ

れています。 

投票者数については、お配りしている資料の下段に記載されておりますが、期日前投票と当

日投票者数を合わせまして、３万８，２２９人の方が投票されています。投票率等につきまし

ては、お配りしている表の右のところに、投票区ごとに、それぞれ載っておりまして、高いと

ころで３８パーセントというような投票率でございまして、低いところだと３０パーセントを
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割ってしまっているところもございます。 

続きまして、１枚めくっていただいて、開票の結果ですが、９日にご承知おきいただいてい

ると思いますが、お二方が当選ということで、届け出順に申し上げますと、松井弘さん、松下

昌代さんでございます。得票数につきましては、松井弘さんが１万３，５５０票、松下昌代さ

んが１万４，７４８票でございました。投票総数といたしましては、得票数として３万７，４

３０票ございまして、無効投票が７９９票でございました。無効投票の多くは白票でございま

した。 

また、今回投票者数が伸びたことにつきましては、令和元年以来、久しぶりに街頭啓発を行

うことができました。委員の皆様にも、朝霞駅、北朝霞駅で、啓発物資の配布につきまして、

明るい選挙推進協議会と協力して行っていただきましたので、その影響もあったのではないか

と事務局としては考えております。概要につきましては以上になります。 

○事務局・河本局次長 

続きまして、最後のページにあります、記者発表資料の方をご覧ください。こちらにつきま

しては、もう皆さん報道等でご存知かとは思いますが、今回の選挙において発生してしまった

投票用紙の誤交付に関する資料でございます。繰り返しになりますが、概要といたしまして

は、期日前投票初日の４月１日に、県外へ既に転出してしまったため朝霞市での選挙権を有し

ない３名の方に、誤って投票用紙を交付し、投票させてしまった事案が発生いたしました。経

過といたしましては、４月１日、１２時１０分頃、県外転出者、投票してしまった方とは別の

方からの問い合わせがありまして、その問い合わせに対し選挙システムで確認したところ、通

常であれば投票ができない、警告が出る状態になっているはずであるにもかかわらず、投票が

可能な状態になっていたということで事実が発覚いたしました。直ちに原因調査を行ったとこ

ろ、住民異動のデータが選挙システムの方に反映されてない期間があったということで、その

後、選挙システムの更新を直ちに行って、選挙権がない人が来た場合には、必ずパソコンの画

面に表示が出るようにする対応をいたしました。更新の前に出張所と市役所で投票をしてしま

った２５５名の方を全部確認したところ、３名の方が投票権を有していなかったということが

判明したということでございます。どうしてこのような形になってしまったのかということで

ございますが、こちらにつきましては、３月２日から３月１６日の住民基本台帳の異動者のデ

ータが選挙システムに取り込まれていなかったということで、その間に県外に転出してしまっ

た方等、そういった選挙権がなくなった方の情報が反映されていなかったのが原因でございま

す。こちらにつきましては、職員１人が作業を行っていたのですが、発覚した後からは、必ず

職員２名で、確認を取りながら、誤りのないように対応をしているところでございます。簡単

ですが概要としては以上でございます。 

○細田委員長 

  ありがとうございました。それではただいまの報告に対しまして、質問等ある方は、また今
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回の選挙に対して全体的に反省すべき点があれば、ご発言いただきたいと存じます。よろしく

お願いします。 

○金子委員 

  はい。入場券を各ご家庭に送りますよね。そのときにあの封筒の上に、皆さん朝霞市って書

きますよね。それを、あの封筒のあれは機械で出すんですか。あの中の住所とかお名前ってい

うのは。 

○細田委員長 

  答弁願います。佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

  住民基本台帳に基づきまして、宛名紙というものを打ち出しておりまして、今回の選挙です

と、埼玉県内に転出の方は有効でございますので、多くの方は朝霞のご住所になっていますが

中には、埼玉県内の別の市町村の方もいらっしゃいます。 

〇金子委員 

  そうなんですか。私勘違いしていまして、朝霞市の方だけだったら、朝霞市以外の住所があ

ったときにはちょっと不思議だな、ちょっとおかしいなと思うのかなと思っていましたけど、

申し訳ありません。ちょっと勘違いしていました。 

〇事務局・佐藤係長 

今回の入場券を送る前にお亡くなりになられた方、もしくは県外転出された方には送らない

ように入場券を抜く作業を行っております。ただ、データに関しては３月１日の時点で作って

おります。３月１日以降につきましては、先ほど次長からお話ありましたが、データをパソコ

ン上に取り込むという作業をしておりまして、選挙システムに反映する形をとっております。

しかし、今回はそのような事案が発生してしまったということでございます。以上でございま

す。 

〇細田委員長 

  他に何かございますか。 

○金子委員 

  期日前投票のときに記載台のところを派遣の方が消毒して拭いてくださいますよね。それ

で、これはコロナでやっていただいたと思うんですけれども、コロナがなくなっても、これだ

けの大勢の方がいらっしゃるんだから、随時拭いていただきたいんです。期日前投票のときに

２日間、立会いさせていただいたんですけれども、１日目は午前３～４回、午後も３～４回、

派遣の方もやってくださったのですが、２日目は、誰もやらないんですね。午前も全然やらな

いし午後もやらないし、私も言っていいかどうかわからないけれども、もう午後３時近くなっ

てから、役所の方にお願いして拭いていただくようにしたんですね。だからこれは派遣の方に

コロナ関係なくして、大勢の方が記載台を触りますから、それは綺麗に消毒とか清掃とかもお
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願いもした方がよろしいかなって感じました。 

○細田委員長 

  答弁願います。佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

  派遣職員の方にも説明会で説明を行っているのですが、拭く頻度に差があるということです

ので、今後につきましては、説明会で徹底することと、また、市職員もおりますので、市職員

からも派遣職員にそのような指導をするように徹底したいと思います。 

〇細田委員長 

  私の方からも一つ。異動者データが、反映されなかったのは何人だったのですか。 

〇事務局・佐藤係長 

  県外に転出された方の総数としましては、３２８名いらっしゃいました。 

○細田委員長 

  他に何かございますか、気がついたこと。 

〇加藤委員 

  街頭啓発のとき、子供さんにお菓子を配るんだけど、あんまり欲しい人もいないんですよ、

駅前通りのね。お母さんはもらいたいんだけど、子供がいらないなんて言うんでね、あれもう

少しね、投票日じゃないとき、期日前の時に、子供さんも一緒に来るから、その時にも渡して

もいいのかなと思ったんですけど、それは駄目なんですか。 

○細田委員長 

  答弁願います。佐藤係長。 

〇事務局・佐藤係長 

  はい。今回の啓発物資につきましては、埼玉県選管からいただいている啓発物資でして、期

日前投票所で配るっていうのはもう投票された方ですので、啓発という趣旨と異なってしまい

ますので、配り方としては、投票を促すためということでございますので、市役所の窓口１、

２階とか、出張所等でも配りまして、啓発に努めていたところなんですが、期日前投票に来た

方に配るというのは、なかなか難しいものかと考えております。以上になります。 

〇加藤委員 

  ありがとうございました。でもね、子供が「選挙行ったらくれたよ。」ってなって、そこへ

また親御さんたちも、その気になってくるんじゃないかなと思ったんですけどね。すいませ

ん。 

〇細田委員長 

  ありがとうございました。他にありますか。金子委員。 

〇金子委員 

  すいません。私があの啓発物を配りましたときには、結構、中学生とか高校生が喜んで、大
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人の方よりも中学生高校生も喜んでいただいて、でも選挙権ない方もいらっしゃるけども、あ

げないよってわけいかないから、渡して、おうちの方に言ってねっていうことはお話ししたん

ですけどね。はい。だから美味しいって喜んでいた方もいるし、いらないよっていう方もいま

したね。ありがとうございます。 

〇細田委員長 

  その件につきましては、何か機会があったら県の方にこういう意見があったっていうこと

で、もう機会があればですね、申し伝えたいと思います。 

  ありがとうございました。その他何かございますか。 

〇加藤委員 

  開票日にね、開票夜。警察の方２人来てたんだけど、なんか２人ともよく喋ってんのね、ケ

ラケラケラケラ笑ってるし、あれちょっと今までにそういうの聞いたことないんでね、警察の

方たちが話ししてるの。だからどうしてかなあと思って。役所の人もちょっと分かってる聞こ

えてると思うんで。注意していただいたらよかったんじゃないかなと思うんですけれども。 

〇細田委員長 

その件については改善するようなことで、連携とってやってください。 

〇金子委員 

  私も気が付きました。二人でおしゃべりがすごいですよね。警察の方はどのような内容で立

ち合いをお願いしているのですか。 

〇細田委員長 

  佐藤係長。 

〇事務局・佐藤係長 

  朝霞警察には、期日前投票、当日投票、また開票につきまして、巡回また当日の立ち会い等

で、不正等がないようにということで依頼をしておりまして、朝霞警察の刑事課から派遣され

た２名の方が開票でもいらしてということになります。いただきましたお話につきましては、

今後も選挙続きますので、朝霞警察に申し伝えたいと思います。 

〇加藤委員 

あの二人は警察の職員ですか。 

〇事務局・佐藤係長 

あの方たちは警察官になります。 

〇細田委員長 

  他にないようでございますので、この際私の方から一部申し上げます。選挙は言うまでもな

く、民主政治の基盤となるものであり、選挙事務において、今回のような誤りは断じて起こし

てはならないものです。事務局の職員につきましては、今一度、選挙事務の重要性について認

識を改め、今後二度とこのようなことが事を起こさぬよう、細心の注意を払い、選挙事務に取
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り組んでください。今年度はあと２回の選挙が予定されておりますので、朝霞市の選挙事務に

対する信頼を回復するためにも、事務局長をはじめ事務局の職員は、公正かつ適正に選挙が行

われるよう、慎重に取り組んでください。以上でございます。それでは、これをもちまして、

日程第４の議題につきましては終了させていただきます。 

 

◎５ その他 

○細田委員長 

それでは、日程５「その他」でございます。何か委員から、ございますか。ないですか。 

事務局は、何かございますか。その他、ないようでございます。 

それでは、以上をもちまして、朝霞市選挙管理委員臨時会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長                       

 

           委 員                       

 

 

 

 

 

 

 

   


